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守谷市立公民館指定管理者募集要項 
 
 守谷市立公民館の管理について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項及び守谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（平成１８年守谷市条例第１７号）第２条の規定に基づき，当該施設を

一括で管理する指定管理者を募集します。 
 
１ 施設の概要 
（１）中央公民館 

① 名 称 
   守谷市中央公民館 
② 所在地 
   守谷市百合ケ丘二丁目２５４０番地の１ 
③ 施設の規模，内容等 

   ア 敷地面積    １５，７９３．５０㎡ 
   イ 建物の構造   鉄筋コンクリート造２階建て 
   ウ 建築面積    ２，３４５．１４㎡ 

エ 延床面積    ３，３６７．３９㎡ 
   オ 建物概要    ホール，大広間１，大広間２，視聴覚室，集会室

１，集会室２，講座室１，講座室２，和室１，和

室２，調理室，美術室，団体活動室，応接室，事

務室，管理室，印刷室，あかちゃんのえき，図書

室，エレベーターホール，控室 
   カ 屋外部分    駐車場（１５０台），駐輪場，陶芸舎，屋外広場 
（２）郷州公民館 

① 名 称 
   守谷市郷州公民館 
② 所在地 
   守谷市みずき野五丁目３番地３ 
③ 施設の規模，内容等 

   ア 敷地面積    １，０５０．００㎡ 
   イ 建物の構造   鉄筋コンクリート造２階建て 
   ウ 建築面積    ５６５．２７㎡ 

エ 延床面積    ８８９．７２㎡ 
   オ 建物概要    会議室，集会室，調理室，和室，美術工芸室，事

務室，印刷室，あかちゃんのえき，図書室 
   カ 屋外部分    駐車場（２３台），駐輪場 
（３）高野公民館 

① 名 称 
   守谷市高野公民館 
② 所在地 
   守谷市高野９３５番地 
③ 施設の規模，内容等 
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   ア 敷地面積    ２，８１４．８１㎡ 
   イ 建物の構造   鉄筋コンクリート造２階建て 
   ウ 建築面積    ８５０．３５㎡ 

エ 延床面積    １，１１８．８㎡ 
   オ 建物概要    集会室１，集会室２，調理室，和室，多目的ホー

ル，美術工芸室，事務室，印刷室，あかちゃんの

えき，図書室 
   カ 屋外部分    駐車場（３６台），駐輪場 
（４）北守谷公民館 

① 名 称 
   守谷市北守谷公民館 
② 所在地 
   守谷市板戸井１９７７番地の２ 
③ 施設の規模，内容等 

   ア 敷地面積    ６，４４９．９１㎡ 
   イ 建物の構造   鉄筋コンクリート造２階建て 
   ウ 建築面積    １，２６０．５８㎡（うち福祉棟３３８．７２㎡）

＝９２１．８６㎡ 
エ 延床面積    １，８８６．９７㎡（うち福祉棟３３８．７２㎡）

＝１，５４８．２５㎡ 
   オ 建物概要    多目的ホール，会議室１，会議室２，会議室３，

和室，美術工芸室，調理室，事務室，印刷室，あ

かちゃんのえき，図書室 
   カ 屋外部分    駐車場（１００台），駐輪場 
（５）各施設共通事項 

① 施設の根拠 
守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例（平成２２年守谷市条例

第２５号。以下「設置条例」という。） 
② 守谷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）等が直接運営又は

使用する施設 

   ア 図書室 

   イ 中央公民館及び北守谷公民館の屋外倉庫 

     各屋外倉庫の配置及び管理については，特記事項及び図面のとおり 

です。 

ウ 自動販売機スペース 

※ 公民館全体の施設管理は，指定管理者が行いますが，上記アからウ

については，教育委員会等が直接運営又は使用します。 

 

２ 指定管理者が管理を行う期間（指定期間） 

指定期間は，平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間

とします。 

ただし，この期間は，議会議決後，正式な指定期間となります。 
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３ 管理の基準等 
  次の基準により，運営することとします。また，教育委員会が直接運営又

は使用する施設も含め，運営，使用に支障がないように管理することとしま

す。 
（１）休館日 
  ① 毎月第２水曜日 
  ② １２月２９日から翌年１月３日 
  ③ 指定管理者が必要と認め，教育委員会の承認を得た日 
（２）開館時間 

 午前９時から午後５時までとします。（部屋の使用がある場合又は自

主事業を実施する場合は，午前８時から午後９時までとします。） 
（３）公民館の職員について 

① 中央公民館には，常勤職員として館長のほか講座等担当職員を３名以

上（うち１名は社会教育主事有資格者）及び常勤又は臨時職員を１名以

上配置することとします。また，必要に応じてその他の職員を配置する

こととします。 

郷州，高野，北守谷公民館には，それぞれ常勤職員として館長のほか

常勤又は臨時職員を１名以上配置することとします。また，必要に応じ

てその他の職員を配置することとします。 

ア 中央公民館長は，４公民館の総括責任者として，講座等事業計画の

調整，４公民館間の職員勤務の調整等を行い，全館を円滑に運営する

こととします。 

イ 講座等担当職員は，４公民館における講座等（健康づくり，社会参

加，まちづくり，子育て，親子対象，コミュニティ,地域福祉等）の

企画，運営を行うこととします。（中央公民館のみ配置） 

ウ 郷州，高野，北守谷公民館各館長は，施設の責任者として，公民館

の適切な管理・運営を行うこととします。 

エ 職員（常勤又は臨時）は，公民館を円滑に運営するため従事するこ

ととします。 

オ 館長を含め常勤職員は，４公民館において職員の休暇等により，職

員に不足が生じた場合，それぞれ従事し不足を補完することとします。 

カ その他の職員は，常勤又は臨時職員とし，他の職員を補助し，公民

館内外の施設の保全等を行うこととします。 

② 職員の雇用配置及び勤務形態は，公民館の運営に支障のないよう定め

ることとします。 

③ 職員に対して，施設の管理・運営に必要な研修を実施することとしま

す。 

（４）利用料金の設定 
利用料金は，設置条例別表第２（資料１参照）に規定する施設について，

一般利用者のみ徴収することとしますが，設置条例の定める額の範囲内で，

指定管理者が市長の承認を得て決定することとし，料金の納付方法等の詳

細については，別途定めることとします。 

利用料金を徴収する施設及び利用料金の上限額は，設置条例別表第２
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（資料１参照）のとおりです。 

（５）利用料金の免除 

設置条例第１７条に定める基準により，免除することとします。 

（６）関係法令の遵守 

守谷市立公民館の管理に当たっては，次に掲げる法令等の規定を遵守し，

適正な管理を行う必要があります。 

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

② 守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例（平成２２年守谷市条例

第２５号） 

③ 守谷市立公民館管理規則（平成２４年守谷市教育委員会規則第２号） 

④ 守谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８

年守谷市条例第１７号） 

⑤ 守谷市個人情報保護条例（平成１３年守谷町条例第３４号） 

⑥ 守谷市情報公開条例（平成１０年守谷町条例第４号） 

（７）平等なサービスの提供 

利用者に対して平等なサービスの提供を行う必要があります。 

（８）適切な施設の維持管理 

公民館の維持管理を法令等にのっとり，支障のないように行う必要があ

ります。 

（９）法令等に準じた個人情報の取り扱い 

指定管理者は，指定管理業務を通じて取得した個人情報について，その

取り扱いに十分留意し，保護を図るため，別途締結する協定において必要

な措置を講じることとします。 

（10）年度別事業計画書及び収支予算書の提出 

毎年度，教育委員会と調整の上，作成した翌年度の事業計画書及び収支

予算書を教育委員会が指定する期日までに，教育委員会に提出してくださ

い。 

（11）事業報告書及び自己評価書の提出 

毎月終了後，事業報告書を翌月１０日までに，教育委員会に提出してく

ださい。 

毎年度終了後，３０日以内に指定管理業務全般に係る事業報告書及び業

務に対する自己評価書を教育委員会に提出してください。 

（12）業務の一括委託の禁止 

指定管理者は，管理に係る業務を一括して第三者へ委託し，又は請け負

わせることはできません。ただし，業務の一部については，教育委員会と

協議の上，委託することができます。 

  ※ 委託例（「参考：指定管理料」参照） 

   ・ 空調設備保守点検・冷凍機保守点検・舞台吊物保守点検・自家用発

電設備保守点検・照明設備保守点検・音響設備保守点検・グランドピ

アノ保守点検・受水槽清掃・水質検査・火災報知設備等保守点検・防

火対象物点検・植栽管理 

（13）守秘義務 

指定管理者は，指定管理業務を行うに当たり，業務上知り得た内容を第
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三者に漏らしたり，目的外に使用したりすることはできません。 

指定管理が終了した後及びその従業員でなくなった後についても，同様

とします。 

（14）情報公開 

指定管理者は，指定管理業務を通じて作成，取得した情報について，開

示や提供の申し出があった場合には，これに応えるために情報公開規程の

整備や情報提供施策の充実などに努めることとします。 

（15）環境への配慮 

守谷市環境基本条例（平成１１年守谷町条例第１号）に基づき，指定管

理者においても，省資源，省エネルギーの推進，廃棄物の排出抑制やグリ

ーン購入の推進等について，積極的な取り組みを行ってください。 

（16）その他 

管理の基準等に関する細目（「３ 管理の基準等」参照）は，別途，守

谷市（以下「市」という）と指定管理者の間で締結する協定書で定めるこ

ととします。 

 
４ 指定管理者が行う業務 
（１）指定事業 

 ① 講座，教室等に関する事業については，各公民館年間１０講座以上と

し，１年を通じ偏りのないようなスケジュール計画としてください。 

  なお，平成２５年度の実績は下記のとおりです。 

 講座，教室等事業（回数） 

中央公民館 １４事業（７１回） 

郷州公民館 １３事業（３２回） 

高野公民館 １４事業（２１回） 

北守谷公民館 １４事業（２６回） 

 ※ 講座，教室等の費用負担について 

   ・ 教材費は参加者負担とします。 

   ・ 講師謝金は講師１名１回６，０００円を基準として参加者負担と

しますが，対象が高校生までのものは，公民館（指定管理者）負担

（指定管理料に含む）とします。 

② 公民館まつりを各公民館年間１回実施することとします。 

（２）自主事業 

 自主事業とは，指定管理者が独自の予算で公民館の利用促進，サービス 

の向上のため独自に企画提案していただく事業です。できる限り多くの自 

主事業を期待しております。 

なお，平成２５年度の実績は下記のとおりです。 

 講座，教室等事業（回数） 

中央公民館 ５事業（ ７回） 

郷州公民館 １事業（ １回） 

高野公民館 ４事業（ ７回） 

北守谷公民館 ３事業（１０回） 
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（３）守谷市立公民館の使用に関する業務 

設置条例に基づき，次の業務を行います。 

① 使用の許可に関する業務 

 ② 使用の制限に関する業務 

 ③ 使用許可の取消しに関する業務 

 ④ 特別の設備等の許可に関する業務 

（４）利用料金に関する業務 

（５）守谷市立公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

① 施設の適正な運営を図るため，施設及び設備の保守点検を行うことと

します。 

② 公民館の機能と環境を良好に維持するため，施設の清掃を行うことと

します。 

③ 清掃の実施と併せて，トイレットペーパーや石鹸などの必要な消耗品

の補充を行うこととします。 

④ 指定管理業務の履行により生じた廃棄物について，関係法令等に基づ

く適正な処理を行うこととします。 

⑤ 公民館の環境を良好に維持するため，敷地内の清掃，除草を行うこと

とします。 

⑥ 施設内は，バリアフリー化を心掛け，備品の配置や人の動線の設定，

掲示等に配慮することとします。 

⑦ 駐車場の管理については，利用者が安全に利用できるように管理し，

障がい者等の利用についても留意することとします。 

⑧ 公民館の防火及び防災に万全を期し，利用者が安心して利用できる環

境を確保するため，防火管理者を置くこととします。 

⑨ 施設の状況や設備の作動状況，物品の状態などに注意し，不具合など

支障の発生を予防することとします。 

⑩ 施設の管理に関する諸法令，条例及び規則等を遵守することとします。 

⑪ 施設の利用を制限する作業等を行う場合は，教育委員会と協議するこ

ととします。 

（６）屋外倉庫等の鍵の管理 

（７）その他教育委員会が必要と認める業務 

 

５ 業務を実施するに当たっての留意事項 

（１）指定管理者が施設の運営管理に係る各種規程・要項等を作成する場合及

び事業計画の主要事項を変更する場合は，教育委員会と協議を行うことと

します。 

（２）地域組織，団体，住民との連携を図り，地域に根ざした運営を図ること

とします。 

（３）公民館が最大限有効活用されるよう利用促進を図るとともに，各公民館 

で利用者の代表からなる公民館運営協力員会議を開催し，利用者の意見等 

を管理運営に反映させ，利用者の満足度を高めていくこととします。 

（４）緊急時対策，防犯・防災対策について，マニュアルを作成し職員の指導 

を行い，災害等緊急事態の発生時には，利用者の避難，誘導，安全確保， 
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必要な通報等的確に対応することとします。（申請時には，マニュアルの 

提出の必要はありません。） 

（５）施設内では利用者の安全に配慮し，事故防止を徹底することとします。 

（６）公民館のホームページを作成し，維持及び更新を行うこととします。 

（７）公民館の敷地内の喫煙については，教育委員会が指定する特定の場所の

みとします。 

（８）公民館の建物内の飲食については，教育委員会が指定する特定の場所の

みとします。ただし，事業の実施に当たり必要な場合を除きます。また，

飲酒については，認めないものとします。 

（９）公民館敷地内での火災，犯罪，疾病，食中毒等の防止に努めることとし

ます。 

（10）駐車場と活動場所を分離し，利用者の安全を確保することとします。 

（11）指定管理者は，業務の実施に当たり，必要に応じて教育委員会と協議を

行うこととします。 

（12）管理業務等委託に当たっては，守谷市内に事務所を有する団体を優先的

に活用してください。 

（13）職員の使用に当たっては，守谷市内に事務所を有する団体，市民を優先

的に活用してください。 

（14）災害発生時，施設を市の避難所として使用します。 

 

６ 物品の管理等 

（１）指定管理者に貸し付ける備品等については，市の所有とし，その使用及

び保管は十分注意することとします。 

（２）指定管理者が指定管理料により物品を購入するときは，購入後の物品は

市に帰属するものとします。 

（３）指定管理者が管理する市の所有する物品については，守谷市物品管理規

則（平成１８年守谷市規則第１２号）に基づいて管理等を行うものとしま

す。また，物品管理簿を備えてください。なお，購入及び廃棄等は事前に

市と協議の上対応し，書面にて教育委員会に報告することとします。 

 

７ 指定管理者と市における責任分担 

指定管理者と市の責任分担の詳細については，別途協定書で定めますが，

市の基本方針は資料２のとおりとします。ただし，資料２に定める事項に疑

義のある場合又は定めのない事項については，指定管理者が市と協議し決め

ることとします。 

 

８ 指定管理料及びその他の収入 

（１）指定管理料 

市は，指定管理業務に要する経費を指定管理料として各年度の予算の範

囲内で指定管理者に支払います。 

指定管理料の額，支払期日，支払い方法は，毎年度の年度協定において

定めます。 

申請の際の事業計画書及び収支予算書については，下記の参考金額を上
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限とし作成してください。 

指定管理料の額は，指定管理者の提案額を基に市と指定管理者が協議の

上，決定します。 

※ 参考金額 

【指定管理料上限額（４公民館合計）】 

平成２７年度 １０９，８３７，０００円 

平成２８年度 １１０，８４５，０００円 

平成２９年度 １１０，８４５，０００円 

平成３０年度 １１０，８４５，０００円 

平成３１年度 １１０，８４５，０００円 

消費税について，平成２７年度分は前期６箇月を８％，後期６箇月を

１０％で計算しています。平成２８年度から平成３１年度までは１０％

で計算しています。 

（２）自主事業収入 

  ① 指定管理者は，施設の設置目的を効果的に達成するため，本施設を活

用し自主事業を実施することができます。なお，実施に当たっては，事

前に教育委員会の承認が必要となります。 

  ② 自主事業収入とは，指定管理者が独自にイベント等を開催し，設置条

例で定める使用料以外の料金を入場者から徴収するなどして得る収入を

いいます。 

  ③ 自主事業の実施により収入を得た場合は，その収入は指定管理者に帰

属することになります。なお，実施に要する経費は指定管理料には含ま

れません。 

④ 自主事業については，本来の業務の遂行や施設利用者の適切な利用を

阻害する恐れがあるなど，設置目的を踏まえてふさわしくないと判断し

た場合，実施を承認しないことがあります。 

  ⑤ 自主事業が本来の業務に支障を来たしていると判断した場合は，自主

事業の改善，中止等を求める場合があります。 

  ⑥ 事業計画で提案する自主事業の実施が認められない場合，申請そのも

のを辞退する可能性がある法人等は，必ずその旨を事業計画書に明示し

てください。 

（３）利用料金収入 

利用者が施設の利用のため納付した利用料金は，指定管理者の収入とな

ります。 

なお，この利用料金の額は，条例に定める額の範囲内において，あらか

じめ市長の承認を得て，指定管理者が定めることになります。 

（４）専用口座の開設 

指定管理料及びその他の収入（自主事業収入及び利用料金収入）は，指

定管理者が他の事業等で利用する口座とは別の専用口座で管理してくださ

い。 

 

９ 応募者の資格要件 

（１）応募者の資格は，法人その他の団体（以下「団体等」という。）であり,
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次のいずれにも該当しない団体等とします。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の

規定に該当する団体等 

② 指名停止措置を受けている団体等 

③ 国税，地方税を滞納している団体等 

④ 手形又は銀行取引停止処分がなされ，又は支払停止事由が発生し，こ

れが改善されない団体等 

⑤ 差押，仮差押又は仮処分がなされ，これが解消していない団体等 

⑥ 破産，会社整理又は特別清算その他倒産等に関する法律の手続きにつ

いて，申立て（債権者が申立てを行った場合を除く。次号において同じ。）

がなされた団体等 

⑦ 会社更生，民事再生の手続きについて，申立てがなされ，この手続き

が終了していない団体等 

⑧ 次に掲げる者が，支配人，無限責任社員，取締役，監査役若しくはこ

れらに準ずべき地位に就任し，又は実質的に経営等に関与している団体

等 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に定義する者） 

イ 地方自治法第９２条の２（議員の兼業禁止），第１４２条（長の兼

業禁止），第１６６条（副市長の兼業禁止），第１８０条の５（委員

会の委員及び委員の兼業禁止）に該当する団体等 

 ⑨ 守谷市政治倫理条例（平成１１年守谷町条例第３７号）第１０条第１

項に規定する企業 

（２）複数の団体がグループを構成して応募する場合（以下「グループ応募」

という。），複数の団体の中から，代表団体を定めてください。 

なお，単独で応募した団体が他のグループ応募の構成員となること及び

グループ応募の構成員が他のグループ応募の構成員になることはできま

せん。 

 

１０ 応募の手続き 

（１）募集要項等の配布 

① 配布期間 

平成２６年６月２０日(金)～平成２６年８月２０日(水) 

(土曜日，日曜日及び祝日を除きます｡) 

② 配布窓口 

後記「１８ 問い合わせ先」又は市のホームページからダウンロード

してください。 

（２）申請書類 

応募に係る申請書類は，次のとおりです。（申請団体で以下に規定する

書類がないときは，それに代わる書類を添付してください。） 

① 公の施設の指定管理者指定申請書（様式第１号） 

 ※ 添付書類で（５）その他特に指定された書類は，以下のとおりです。 

・ 団体の概要に関する書類（別添様式） 
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・ 役員の名簿及び履歴書（任意様式） 

② 事業計画書（様式第２号） 

 ※ ３申請団体の理念及び事業計画（別紙可）については，日本工業規

格Ａ４版で，次に定める枚数以内とします。（文字の大きさは任意と

します。） 

１ 団体の理念等について １枚 

２ 施設の効用の発揮・市民サービスの向上について ５枚 

３ 管理を安定して行う物的能力及び人的能力について ３枚 

４ 平等利用の確保について １枚 

５ その他（特記すべき事項があれば記入してください。） １枚 

③ 収支予算書（様式第３号） 

（３）提出部数 

正本１部，副本１５部 

※ 書類は分散しないよう綴じ紐，ホチキス等で綴じて提出してください。 

（副本は，複写機による写し可） 

（４）申請書類の受付 

① 提出方法 

申請書類は，持参とします。 

② 提出先 

守谷市教育委員会生涯学習課 

③ 受付期間 

平成２６年９月９日(火)～平成２６年９月１９日(金) 

（土曜日，日曜日及び祝日は，除きます。） 

  ④ 受付時間 

    午前８時３０分から午後５時１５分（正午から午後１時までを除きま

す。） 

（５）応募に関する質問 

応募に関する質問は，質問書（別添様式）により行ってください。 

提出方法は，直接持参，郵送，ファックス又はＥメールとします。 

なお，電話及び口頭による質問は，受け付けません。 

また，質問に対する回答は，提出者に対し，文書により通知するととも

にホームページに随時掲載します。 

① 受付期間 

平成２６年６月２０日(金)～平成２６年８月２９日(金) 

    （土曜日，日曜日及び祝日は，除きます。） 

※ 郵送，ファックス又はＥメールの場合は，８月２９日（金）必着 

② 受付時間（直接持参の場合） 

午前８時３０分から午後５時１５分（正午から午後１時までを除きま

す。） 

③ 質問書提出先 

「１８ 問い合わせ先」参照 

（６）応募に当たっての留意事項 

① 必要に応じ，追加資料をお願いすることがあります。 
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② 提出された書類については，変更することができません。 

③ 提出された書類に虚偽の記載又は不正があった場合は，失格とします。 

④ 提出された書類は，返却しません。 

⑤ 指定申請書提出後に辞退する場合は，辞退届（任意様式）を提出して

ください。 

⑥ 提出書類はすべて，日本工業規格Ａ４版の規格を使用するものとしま

す。ただし，既に作成されている書類を添付書類として利用する場合は，

他のサイズを使用することができます。 

⑦ 応募に関する費用は，すべて応募者の負担となります。 

⑧ 応募者は，当該応募について選定委員との接触を禁止します。選定委

員との接触事実が認められた場合には，失格となることがあります。 

⑨ 選定結果として，申請者名，審査結果の概要等を公開する場合があり

ます。 

また，提出された申請書類は，情報公開の請求により開示する場合が

ありますので，ご承知の上，申請してください。 

 

１１ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく証明書等

の交付請求の受付・引渡し業務委託について 

現在，郷州，高野，北守谷公民館で行っている諸証明業務を競争の導入に

よる公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）に基づき

民間委託を実施します。これは指定管理者の指定とは別に行いますが，業務

については，指定管理業務と証明書等の交付請求の受付・引渡し業務を合わ

せて行いますので，指定管理者に応募する際は，証明書等の交付請求の受付･

引渡し業務委託入札にも参加していただくことになります。 

なお，指定管理業務と合わせて行うことについては，諸証明申請受付件数

が少ないため，経費の縮減を図ることを目的とするものです。 

諸証明の申請受付件数は，以下のとおりです。 

（件） 

年度 
郷州 高野 北守谷 

合 計 １日平均 合 計 １日平均 合 計 １日平均 

２３ 2,423 10 1,545 7 990 4 

２４ 2,445 10 1,498 6 815 3 

２５ 2,790 12 1,792 8 906 4 

 

１２ 指定管理者の指定 

下記の選定基準により指定管理者の候補者を選定し，議会の議決を経た上

で指定します。 

（１）指定管理者の候補者の選定は，守谷市（担当総務部総務課）が設置する

指定管理者選定委員会において，次の選定基準により行います。 

  ① 団体の理念等について 
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・ 団体の経営方針 

・ 指定管理者の指定申請をした理由 

  ② 施設の効用の発揮・市民サービスの向上ついて 

・ 施設利用やサービス向上のための具体策及び具体的な目標値等 

   ・ 利用者等の要望の把握及び実現策 

   ・ 利用者とのトラブルの防止策と対処方法等 

   ・ 地域，他施設との連携 

   ・ 自主事業によるサービス向上のための具体策（自主的に行う事業が

あれば記入してください。） 

   ア 事業名 

   イ 目的・内容等 

   ウ 実施時期・回数 

③ 管理を安定して行う物的能力及び人的能力について 

・ 経営基盤 

・ 安定した管理運営を行う人員の配置計画及び研修計画（職員配置・

勤務時間・勤務体制図添付） 

・ 安全・安心な管理運営のための具体策 

  ④ 平等利用の確保について 

   ・ 市民の平等利用の確保 

  ⑤ その他（特記すべき事項があれば記入してください。） 

（２）審査は，提出された事業計画書等により書類審査（一次審査）を行った

後，通過者について面接審査（二次審査）を行います。 

面接審査は，平成２６年１０月１５日（水）を予定しておりますが，時

間，場所等は，後日連絡いたします。 

（３）審査結果は，平成２６年１０月１７日（金）以降，文書で通知します。 

 

１３ スケジュール 

１ 募集 

①募集要項配布 平成２６年 ６月２０日(金)～ 

平成２６年 ８月２０日(水) 

 ②募集に関する質問 平成２６年 ６月２０日(金)～ 

平成２６年 ８月２９日(金) 

 ③申請書類の受付 平成２６年 ９月 ９日(火)～ 

平成２６年 ９月１９日(金) 

２ 選定  

 面接審査（二次審査） 平成２６年１０月１５日（水） 

３ 指定管理者の候補者決定 平成２６年１０月１７日（金）以降 

４ 議会の議決 平成２６年１２月下旬(予定) 

５ 協定の締結 議会の議決後，速やかに行います。 

６ 指定管理業務の開始 平成２７年 ４月 １日（水） 

 

１４ 指定管理者指定後の手続等 

（１）指定管理者との協定締結 
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指定管理者の指定後（平成２６年１２月下旬頃），市と指定管理者は，

指定管理業務の細目等について協議の上，指定期間における基本的事項を

定めた「基本協定」及び年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに締結

する「年度協定」を締結します。 

なお，協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生じた場合は，

改めて協議することとします。 

（２）協定書の主な内容 

【基本協定の主な内容】 

① 業務に関する基本的事項 

② 情報管理に関する事項 

③ 事業計画書の提出に関する事項 

④ 事業報告書の提出及びその他報告事項に関する事項 

⑤ 指定管理料に関する事項 

⑥ 利用料金に関する事項 

⑦ 自主事業に関する事項 

⑧ 損害賠償に関する事項 

⑨ 不可抗力の対応等に関する事項 

⑩ 引継ぎに関する事項 

⑪ 指定取消し等に関する事項 

⑫ 権利・義務の譲渡等の制限に関する事項 

⑬ 協議に関する事項 

⑭ その他 

【年度協定の主な内容】 

① 業務内容に関する事項 

② 指定管理料に関する事項 

③ その他 

 

１５ 検査等 

（１）教育委員会は，必要に応じ，施設，物品，各種帳簿等並びに管理運営の

実施について検査を行いますが，指定管理者は，合理的な理由がなくこれ

を拒否することはできません。 

（２）市監査委員が市の事務を監査するに当たり，必要に応じ，指定管理者に

対し，実地調査及び必要な記録の提出を求める場合があります。 

（３）この要項に規定するもののほか，指定管理者の業務の内容について定め

のない事項又は疑義が生じた場合は，市と協議の上，決定するものとしま

す。 

 

１６ 指定管理者の指定の取消し等の措置について 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により，当該指定管理者による管理を

継続又は開始することが適当でないと認められるときは，指定の取消し又

は業務の全部若しくは一部の停止を命じる場合があります。 

【指定管理者の責めに帰すべき事由】 

① 正当な理由なくして，協定の締結に応じないとき。 
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② 指定管理者が遵守すべき法令等に違反したとき。 

③ 計画書に沿った管理を怠り，管理上重大な支障が生じたとき。 

④ 指定管理者が財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認

められるとき。 

⑤ 社会的信用を著しく損うなどして指定管理者としてふさわしくない

と認められるとき。 

⑥ その他指定管理者による業務の継続が困難となったとき又はそのお

それが生じたとき。 

（２）指定が取り消された場合の賠償等 

上記「１６（１）指定管理者の責めに帰すべき事由」により指定管理者

の指定が取り消され，又は業務の全部若しくは一部が停止された場合，指

定管理者は，市が被った損害を賠償しなければなりません。 

（３）違約金 

  ① 指定取消しの場合の違約金 

指定の取消しがあるときは，指定管理者は違約金として当該指定が取

り消される年度における年度協定に規定する指定管理料（指定期間開始

前に指定が取り消される場合は，指定期間の初年度の指定管理料）の１

０分の１を市に支払うものとし，市の損害に対する担保とします。 

  ② 指定取消しによる損害が違約金の額を上回る場合の賠償 

    実際に生じる損害が前記違約金の額を上回る場合は，別に損害賠償を

請求することができるものとします。 

  ③ 業務停止の場合の違約金 

    業務の全部若しくは一部に停止があるときは，指定管理者は違約金を

市に支払うものとします。違約金の額は，指定取消しの場合に定める範

囲で市が定めるものとします。 

（４）不可抗力等による場合 

不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由に

より業務の継続性が困難となった場合，市と指定管理者は，業務継続の可

否等について協議を行い，継続が困難と判断した場合においては，指定管

理者の指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることがで

きるものとします。 

 

１７ 指定管理者業務の引継ぎについて 

（１）指定期間の終了又は指定の取消しにより，市が指定する者に指定管理業

務を引継ぐ場合は，業務が円滑に引き継がれるよう協力するとともに，必

要なデータ等を遅滞なく提供してください。 

（２）指定管理者は，その指定期間が満了したとき又は指定を取り消され若し

くは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたと

きは，その管理をしなくなった公の施設及び設備を速やかに現状に復さな

ければなりません。ただし，市の承認を得たときは，この限りではありま

せん。 
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１８ 問い合わせ先 

守谷市教育委員会生涯学習課 

住 所：〒３０２－０１９８ 

守谷市大柏９５０番地の１ 

電 話：０２９７－４５－１１１１（内線２７１） 

ＦＡＸ：０２９７－４５－５７０３ 

市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ；http://www.city.moriya.ibaraki.jp 

Ｅメール；shougai@city.moriya.ibaraki.jp 
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（資料１） 

３ 管理の基準等 

（４）利用料金の設定 

守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例 

別表第２（第１１条，第１７条関係） 
使用区分（金額は１

時間当たり 

の使用料） 

 

施設 

 

非営利目的使用 

営利目的使用 

市内に住

所を有す

る者 

市外に住所を有する

者 

１７時 

まで 

１７時 

以降 

１７時 

まで 

１７時 

以降 

中
央
公
民
館 

大広間１（２１人） 50 円 260 円 390 円  530 円 800 円 

大広間２（２１人） 50 円 260 円 390 円  530 円 800 円 

視聴覚室（４５人） 50 円 400 円 530 円 800 円 1,060 円 

集会室１（２０人） 50 円 260 円 400 円 530 円 800 円 

集会室２（１０人） 50 円 130 円 180 円 260 円 370 円 

講座室１（４０人） 50 円 400 円 530 円 800 円 1,060 円 

講座室２（２４人） 50 円 260 円 400 円 530 円 800 円 

和室１（１２人） 50 円 210 円 260 円 430 円 530 円 

和室２（８人） 50 円 130 円 180 円 260 円 370 円 

団体活動室（１０人） 50 円 130 円 180 円 260 円 370 円 

調理室（２４人） 100 円 530 円 800 円 1,060 円 1,600 円 

美術室（２４人） 50 円 400 円 530 円 800 円 1,060 円 

陶芸舎（２４人） 100 円 530 円 800 円 1,060 円 1,600 円 

陶芸窯 1,740 円 3,490 円 

ホ
ー
ル 

ホール全体 

17 時ま

で  

1,610

円 

17 時以

降

2,160

円 

2,420 円 3,240 円 4,390 円 6,480 円 

舞台のみ 50 円 130 円 180 円 260 円 370 円 

郷
州
公
民
館 

会議室（４８人） 50 円 400 円 530 円 800 円 1,060 円 

集会室（１００人） 200 円 800 円 1,200 円 1,600 円 2,400 円 

調理室（２５人） 100 円 530 円 800 円 1,060 円 1,600 円 

和室（２６人） 50 円 400 円 530 円 800 円 1,060 円 

美術工芸室（４０人） 50 円 530 円 800 円 1,060 円 1,600 円 
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高
野
公
民
館 

多目的ホール（２００

人） 
200 円 1,060 円 1,600 円  2,130 円 3,200 円 

美術工芸室（２４人） 50 円 400 円 530 円 800 円 1,060 円 

集会室１（３６人） 100 円 400 円 530 円 800 円 1,060 円 

集会室２（１０人） 50 円 130 円 180 円 260 円 370 円 

調理室（２４人） 100 円 530 円 800 円 1,060 円 1,600 円 

和室（２７人） 50 円 260 円 400 円 530 円 800 円 

北
守
谷
公
民
館 

多目的ホール（２００

人） 
250 円 1,060 円 1,600 円 2,130 円 3,200 円 

美術工芸室（２２人） 50 円 400 円 530 円 800 円 1,060 円 

会議室１（２４人） 50 円 260 円 400 円 530 円 800 円 

会議室２（２４人） 50 円 260 円 400 円 530 円 800 円 

会議室３（１８人） 50 円 260 円 400 円 530 円 800 円 

調理室（２５人） 150 円 530 円 800 円   1,060 円 1,600 円 

和室（２４人） 100 円 530 円 800 円   1,060 円 1,600 円 

備考 
  １ 「施設」欄の括弧書きは，当該施設の利用可能人数を表す。 

２ 中央公民館のホール全体を使用する場合において，あわせて冷暖房設備を使

用したときは，１時間当たりの使用料の額に次に掲げる額を加えるものとする。 
（１）１７時までの使用 ２，４２０円 
（２）１７時以降の使用 ３，２４０円 

  ３ 中央公民館のホールの舞台のみを使用する場合は，冷暖房設備を使用するこ

とができない。 
 

  ※消費税率引上げの際は，変更になることがあります。 

 

 

 

 

 

 



18 

（資料２） 

７ 指定管理者と市における責任分担 

事  項 指定管理者 市 

施設管理業務に要する資格の変更等，指

定管理業務に特別に影響を及ぼす法制の

変更又は新設 

 ○ 

施設(設備，備品等を含む｡)の維持管理 ○  

安全衛生管理 ○  

個人情報の保護・管理 ○  

事故・災害等による施設の原状回復 ○ 

（責めに帰すべ

き事由がある

とき） 

○ 

施設利用者の被災に対する責任 ○ 

（責めに帰すべ

き事由がある

とき） 

○ 

市有施設の火災保険の加入  ○ 

利用者に係る保険の加入  ○ 

包括的な管理責任  ○ 

施設の修繕・改築等の実施  

(1)施設 10万円未満の修繕 ○  

上記以外 

 

○ 

（指定管理者と

市において協

議） 

(2)備品 修繕・更新 ○ 

（責めに帰すべ

き事由がある

とき） 

○ 

新規購入 

 

指定管理者と市において協議 

※ 施設の修繕・改築等の実施に係る責任分担については，上記にかかわらず，

指定管理者の責めに帰すべき事由(故意・過失・怠慢等)により生じたものに

ついては，指定管理者の負担となります｡ 
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 様式第1号 

年  月  日   
 
 守谷市長    あて 
 

所在地                 
名称(団体名)              
申請者                 
代表者の職氏名          印  
連絡先                 

 
公の施設の指定管理者指定申請書 

 
 地方自治法第 244 条の 2第 3項に規定する公の施設の指定管理者の指定を受

けたいので，守谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第 3 条

の規定により，関係書類を添えて，次のとおり申請します。 
 
 
1 指定管理者の指定を希望する公の施設の名称及び所在地 
 
2 添付書類 
 (1) 事業計画書(様式第 2 号)及び収支予算書(様式第 3 号) 
 (2) 申請団体の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団

体にあっては会則等) 
 (3) 申請団体の経営状況等財務の状況を明らかにする書類(前 3 事業年度に

おける貸借対照表，損益計算書及び財産目録等。ただし，法人以外の団体

については収支決算書及び財産目録等) 
 (4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたもので税を

滞納していないことがわかる書類)又は納税義務がない旨の理由を記した

申立書 
 (5) その他特に指定された書類 
 
注： 申請者は，法人にあってはその印鑑登録印を，その他の団体にあっては

代表者個人の印鑑登録印を押印し，その証明書を添付してください。 
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様式第 2 号 
事 業 計 画 書 

1 申請団体の概要 

事 業 名   

申請年月日   

団 体 名   

代表者氏名   創立年月日   

団体所在地 〒 

電 話 番 号   F A X   

E - m a i l   U R L   
 
2 現在運営している施設 

運営に係る類似施設 所 在 地 主な事業内容 

      

      
 
3 申請団体の理念及び事業計画(別紙可) 

1 団体の理念等について 
 (1) 団体の経営方針 
 (2) 指定管理者の指定申請をした理由 
2 施設の効用の発揮・市民サービスの向上について 
 (1) 施設利用やサービス向上のための具体策及び具体的な目標値等 
 (2) 利用者等の要望の把握及び実現策 
 (3) 利用者のトラブルの防止策と対処方法等 
 (4) 地域，他施設との連携 
 (5) 自主事業によるサービス向上のための具体策(自主的に行う事業

があれば記入してください。) 
  ① 事業名 
  ② 目的・内容等 
  ③ 実施時期・回数 
3 管理を安定して行う物的能力及び人的能力について 
 (1) 経営基盤 
 (2) 安定した管理運営を行う人員の配置計画及び研修計画(職員配

置・勤務時間・勤務体制図添付) 
 (3) 安全・安心な管理運営のための具体策 
4 平等利用の確保について 
 (1) 市民の平等利用の確保 
5 その他(特記すべき事項があれば記入してください。) 
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様式第 3 号 
 

収 支 予 算 書(  年度) 
 
事 業 名                  
収 入 
   金 額  説 明 

収
入
項
目 

      
      
      
      
      
      
      

収入合計     
 
支 出 
   金 額  説 明 

支
出
項
目 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

支出合計     

※1 支出の部の項目欄は，具体的に記入してください。また，説明欄は積算

基礎等必要事項を記入してください。 
 2 申請団体の独自の収支予算書で内容を充足できる場合は，固有の様式で

も可とします。 
 3 収支予算書は，指定期間の会計年度ごとに作成してください。 
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団体の概要に関する書類 

 

 

フリガナ 

団体の名称 
 

代表者職氏名  

団体の所在地 〒 

 電話番号  ＦＡＸ  

申請団体の名称 
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ応募の場合) 

 
□代表団体□ 構成団体 
(いずれかにチェック) 

設立年月日  

沿革  

資本金等  

従業員数  

類似施設(業務)

の運営実績 
 

免許・登録  

応募に関する担

当者等 

役職,氏名  所属  

電話番号  ＦＡＸ  

※ 会社概要等がある場合は，添付してください。 

※ 欄が不足する場合は，別紙を追加してください。 
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指定管理者指定申請に係る質問書 

 

守谷市 

教育委員会生涯学習課 あて 

 

平成  年  月  日 

団体の名称  

質問者 役職・氏名  所属  

連絡先 ※電話，ＦＡＸ，Ｅメールアドレス等を記載 

質問内容  
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参考：指定管理料 

※ この資料は，事業計画書及び収支予算書を作成する際，指定管理料を算出する上での参考として 

ください。 

  なお，光熱水費については，市の算定基準額を提示してありますが，実際の料金と市の算定基準 

額と上下５％以上の差が生じたときは，市と指定管理者との協議により変更（精算）する場合があり 

ます。ただし，当初見込みと金額の差が５％以内であっても，計画停電等が要因であることが明らかな場

合は，市と指定管理者との協議により精算する場合があります。 

下記の表は，支出予算項目参考例です。参考にしてください。 

※ 中：中央，郷：郷州，高：高野，北：北守谷                              単位：円 

予 算 項 目 内容（例示） 中 郷 高 北 指定管理料 

人件費   職員 ○ ○ ○ ○  

    臨時職員 ○ ○ ○ ○  

報償費 講師謝金 指導員謝礼 ○     

需用費 消耗品 事務用品・インク・電球・講座用品等 ○ ○ ○ ○  

  印刷製本費 申請書等 ○    

   修繕料 施設修繕（備品修繕含む） ○ ○ ○ ○ 

  光熱水費 電気使用料 ○ ○ ○ ○ ・平成 27 年度 

22,355,000 
・平成28年度～

平成 31 年度 

22,559,000 

  
ガス使用料 ○ ○ ○ ○ 

上下水道使用料 ○ ○ ○ ○ 

役務費 通信運搬費 電話料 ○ ○ ○ ○  

     郵便料 ○ ○ ○ ○  

    インターネット利用料 ○ ○ ○ ○  

   手数料 ピアノ調律 ○ ○ ○ ○ 

委託料 清掃委託料 建物清掃 ○ ○ ○ ○  

受変電設備清掃 ○ ○ ○ ○  

  

  

  

警備委託料 機械警備 ○ ○ ○ ○ 

 

保守点検委託料 空調設備保守点検 ○ ○ ○ ○ 

自家用電気設備保安管理 ○ ○ ○ ○ 

自動ドア・昇降機保守点検 ○ ○ ○ ○ 

冷凍機保守点検 ○    

舞台吊物保守点検 ○    

自家用発電設備保守点検 ○    

照明設備保守点検 ○    

音響装置保守点検 ○    

グランドピアノ保守点検 ○    

環境衛生委託料 受水槽清掃 ○   ○ 

水質検査 ○   ○ 

  
消防設備点検委

託料 

火災報知設備等保守点検 ○ ○ ○ ○ 

防火対象物点検 ○ ○ ○ ○ 

  植栽管理委託料 植栽管理 ○  ○ ○ 

使用料及び 使用料 受信料 ○ ○ ○ ○ 

 

賃借料 賃借料 コピー ○ ○ ○ ○ 

    
印刷機 ○   ○ 

電話・ファクシミリ  ○   

その他の経費 

（全体経費の

３％程度） 

  事務費等 ○ ○ ○ ○ 
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特記事項 

 

１ 屋外倉庫について 

  屋外倉庫の配置については公民館の図面のとおりです。管理については次

のとおりです。 

 ○中央公民館 

  Ａ   教育委員会が使用し，管理します。（鍵は中央公民館に保管） 

  Ｂ   児童団体が使用し，管理します。 

  Ｃ   観光団体が使用し，管理します。 

Ｄ   児童団体が使用し，管理します。（鍵は中央公民館に保管） 

Ｅ・Ｆ スポーツ団体が使用し，管理します。 

Ｇ   児童団体が使用し，管理します。（鍵は中央公民館に保管） 

Ｈ   福祉団体が使用し，管理します。 

○北守谷公民館 

 防災倉庫は市（交通防災課）が管理します。 

  Ａ   隣接自治会が使用し，管理します。（松前台七丁目防災倉庫） 

  Ｂ   同敷地内｢障害者福祉センターひこうせん｣が使用し，管理します。 

  Ｃ   同敷地内｢障害者福祉センターひこうせん｣が使用し，管理します。 



 
 
 
 
 
 
 
 

守谷市立公民館の管理に関する 
基本協定書 
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守谷市立公民館の管理に関する基本協定書 

 

守谷市（以下「甲」という。）とアクティオ・守谷市シルバー人材センター

共同事業体（以下「乙」という。）とは，次のとおり，守谷市立公民館（以下

「本施設」という。）の管理に係る基本協定（以下「本協定」という。）を締結

する。 

 

第１章 総 則 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は，乙が指定管理者として，本施設を適正かつ円滑に管理する

ために必要な基本事項を定めることを目的とする。 

 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は，本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うこと

の意義は，乙の能力を活用しつつ，市民サービスを向上させ，もって市民の

一層の福祉の増進を図ることにあることを確認する。 

 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第３条 乙は，本施設の設置目的，指定管理者の指定の意義及び指定管理者が

行う本施設の管理に関する業務（以下「本業務」という。）の実施に当たっ

て求められる公共性を十分に理解し，その趣旨を尊重するものとする。 

２ 甲は，本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施される

ことを十分に理解し，その趣旨を尊重するものとする。 

 

（信義誠実の原則） 

第４条 甲及び乙は，互いに協力し信義を重んじ，本協定を誠実に履行しなけ

ればならない。 

 

（用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は，次のとおりとする。 

（１）「指定管理料」とは，甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価

のことをいう。 

（２）「自主事業」とは，第８条に規定した本業務以外の業務で，乙が自己の

責任と費用において実施する業務のことをいう。 

（３）「年度協定」とは，本協定に基づき，甲と乙が指定期間中に毎年度締結

する協定のことをいう。 

（４）「不可抗力」とは，天災（地震，津波，落雷，暴風雨，洪水，異常降雨，

土砂崩壊等），人災（戦争，テロ，暴動等），法令変更及びその他甲及び

乙の責めに帰すことのできない事由をいう。 

なお，施設利用者数の増減は，不可抗力に含まないものとする。 

（５）「募集要項等」とは，守谷市立公民館指定管理者募集要項本体，募集要

項添付資料及びそれらに係る質問・回答のことをいう。 
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（６）「利用料金」とは，管理施設の利用の対価として，利用者が乙に支払う

施設利用料のことをいう。 

 

（管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は，管理施設

及びそれに付随する設備（以下「管理施設」という。）と管理物品からなる。

管理施設及び管理物品の内容は，別紙１のとおりとする。 

２ 乙は，善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 

 

（指定期間及び会計年度） 

第７条 本業務の指定期間は，平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日

までとする。 

２ 本業務に係る会計年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第２章 本業務の範囲と管理の基準 

（本業務の範囲） 

第８条  

（１）指定事業 

 ① 講座，教室等の開催に関する事業を各公民館年間１０講座以上，公民 

館まつりを各公民館年間１回実施する。 

② その他施設の設置目的を達成するために必要な事業を実施する。 

  ア 地域組織，団体，市民との連携を図り，コミュニティ形成を重視し

た運営を図る。 

   イ 公民館が最大限有効活用されるよう利用促進を図るとともに，各公

民館で利用者の代表からなる公民館運営協力員会議を開催し，利用者

の意見等を管理運営に反映させ，利用者の満足度を高めていく。 

   ウ 緊急時対策，防犯・防災対策について，マニュアルを作成し職員の

指導を行い，災害等緊急事態の発生時には，利用者の避難，誘導，安

全確保，必要な通報等的確に対応する。 

   エ 施設内では利用者の安全に配慮し，事故防止を徹底する。 

   オ 公民館のホームページを作成し，維持及び更新を行う。 

（２）守谷市立公民館の使用に関する業務 

（３）守谷市立公民館の利用料金に関する業務 

（４）守谷市立公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（５）屋外倉庫等の鍵の管理（別紙２のとおり） 

（６）その他教育委員会が必要と認める業務 

 

（甲が行う業務の範囲） 

第９条 次の業務については，甲が自らの責任と費用において実施するものと

する。 

（１）本施設に係る行政財産の目的外使用許可に関する業務 

（２）本施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関する業
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務 

 

（管理の基準） 

第１０条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない管理の

基準は，募集要項等のとおりとする。 

 

（業務範囲及び管理の基準の変更） 

第１１条 甲又は乙は，必要と認める場合は，相手方に対する通知をもって第

８条で定めた本業務の範囲及び前条で定めた管理の基準の変更を求めるこ

とができる。 

２ 甲又は乙は，前項の通知を受けた場合は，協議に応じなければならない。 

３ 業務範囲又は管理の基準の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等につ

いては，前項の協議において決定するものとする。 

 

第３章 本業務の実施 

（本業務の実施） 

第１２条 乙は，本協定，年度協定，募集要項等及び乙が本施設の指定管理者

の公募に当たり提出した業務提案書（以下「提案書」という。）に従って本

業務を実施するものとする。重点事項は別紙２のとおりとする。 

 

（開業準備） 

第１３条 乙は，第７条に定める指定期間の開始日（以下「指定開始日」とい

う。）に先立ち，本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し，必要な研

修等を行わなければならない。 

２ 乙は，必要と認める場合には，指定開始日に先立ち，甲に対して管理施設

の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 甲は，乙から前項の申出を受けた場合は，合理的な理由のある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 

 

（第三者による実施） 

第１４条 乙は，事前に甲の承諾を受けた場合を除いて，本業務の一部を第三

者に委託し，又は請け負わせてはならない。 

２ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は，すべて乙の責任及び費用

において行うものとし，本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべ

き事由により生じた損害及び増加費用については，すべて，乙の責めに帰す

べき事由により生じた損害及び増加費用とみなして，乙が負担するものとす

る。 

 

（管理施設の維持保全） 

第１５条 管理施設の修繕・改修は，１件につき１０万円（消費税及び地方消

費税を含む。）以上の修繕・改修については甲が自己の費用と責任において

実施するものとし，１件につき１０万円（消費税及び地方消費税を含む。）
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未満の修繕については乙が自己の費用と責任において実施するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，乙の責めに帰すべき事由（故意，過失，怠慢等）

により生じたものについては，乙の負担とする。 

 

（緊急時の対応） 

第１６条 指定期間中，事故や災害等の緊急事態が発生した場合，乙は速やか

に必要な措置を講じるとともに，甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨

を通報しなければならない。 

２ 事故等が発生した場合，乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるもの

とする。 

 

（情報管理） 

第１７条 乙及び本業務に従事する者（以下この条において「従事者」という。）

は，本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の事務で一般に公開されてい

ない事項を外部へ漏らし，又は他の目的に使用してはならない。指定期間が

満了し，若しくは指定を取り消され，又は従事者の職務を退いた後において

も同様とする。 

２ 乙は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び守谷

市個人情報保護条例（平成１３年守谷町条例第３４号）並びに別紙３「個人

情報取扱特記事項」の規定を遵守し，本業務の実施に関して知り得た個人情

報の漏洩，滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。 

 

第４章 備品等の扱い 

（甲による備品等の貸与） 

第１８条 甲は，別添１に示す管理物品を，無償で乙に貸与する。 

２ 乙は，指定期間中，管理物品を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 管理物品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくな

った場合，甲は，乙との協議により，当該管理物品を購入又は調達するもの

とする。 

４ 乙は，指定管理者の責めに帰すべき事由により管理物品をき損滅失したと

きは，甲との協議により，甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同

等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。 

 

（乙による備品等の購入等） 

第１９条 乙は，自己の費用により備品等を購入又は調達し，本業務実施のた

めに供することができるものとする。 

 

第５章 業務実施に係る甲の確認事項 

（年度別事業計画書及び収支予算書） 

第２０条 乙は，毎年度甲が指定する期日までに翌年度の事業計画書（以下こ

の条において「年度別事業計画書」という。）及び収支予算書を甲に提出し，
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その内容が本協定，募集要項等及び提案書に適合することの確認を得なけれ

ばならない。 

２ 前項の規定は，年度別事業計画書又は収支予算書を変更しようとするとき

に準用する。 

３ 甲は，必要があると認めるときは，年度別事業計画書又は収支予算書の変

更を乙に求めることができる。 

 

（事業報告書） 

第２１条 乙は，本業務に関し，次の各号に示す事項を記載した事業報告書を

月及び年度ごとに作成し，甲に提出しなければならない。 

（１）本業務の実施状況に関する事項 

（２）管理施設の利用状況に関する事項 

（３）料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 

（４）自主事業の実施状況に関する事項 

（５）その他甲が指示する事項 

２ 前項の報告書の提出は，月の分については毎月終了後２５日以内に，年度

の分については自己評価書を添付し年度終了後３０日以内に，それぞれしな

ければならない。ただし，年度の途中において指定を取り消されたときは，

その取り消された日から起算して３０日以内に当該年度の当該日までの間

の事業報告書を提出しなければならない。 

 

（業務報告の聴取等） 

第２２条 甲は，本施設の管理の適正を期するため，乙に対し，前条各号の事

項に関し，定期に，又は必要に応じて臨時に報告を求め，実地に調査し，又

は必要な指示をすることができる。 

２ 乙は，前項の指示を受けた場合は，速やかにこれに従わなければならない。 

 

第６章 指定管理料及び利用料金 

（指定管理料の支払い） 

第２３条 甲は，本業務実施の対価として，乙に対して指定管理料を支払う。 

２ 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については，別途「年度協定」に

定めるものとする。 

 

（指定管理料の変更） 

第２４条 甲又は乙は，指定期間中に賃金水準若しくは物価水準の変動又はそ

の他やむを得ない事情により当初合意された指定管理料が不適当となった

と認めるときは，相手方に対して書面をもって指定管理料の変更を申し出る

ことができるものとする。 

２ 甲又は乙は，前項の申出を受けた場合は，協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否や変更金額等については，前項の協議により決定するものとす

る。 
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（利用料金収入の取扱い） 

第２５条 乙は，本施設に係る利用料金を自己の収入として，収受することが

できる。 

 

（利用料金の決定） 

第２６条 利用料金は，守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例（平成２

２年守谷市条例第２５号）に規定する使用料の範囲内において，乙が定める

ものとする。ただし，その決定及び改定については，事前に甲の承認を受け

るものとする。 

 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

（損害賠償等） 

第２７条 乙は，故意若しくは過失により管理物件を損壊し，又は滅失したと

きは，それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし，甲

が特別の事情があると認めたときは，甲は，その全部又は一部を免除するこ

とができる。 

 

（第三者への賠償） 

第２８条 本業務の実施に当たり，乙の責めに帰すべき事由により第三者に損

害が生じた場合，乙は，その損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は，乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対し

て賠償した場合，乙に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費

用を請求することができる。 

 

（保険） 

第２９条 本業務の実施に当たり，火災保険は甲が加入するものとする。 

２ 本業務の実施に当たり，賠償保険及び補償保険は甲が加入するものとする。 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第３０条 不可抗力が発生した場合，乙は，不可抗力の影響を早期に除去すべ

く早急に対応措置をとり，不可抗力により発生する損害，損失及び追加費用

を最小限にするよう努力しなければならない。 

２ 不可抗力の発生に起因して乙に損害，損失及び追加費用が発生した場合，

乙は，直ちにその内容及び程度の詳細を甲に通知しなければならない。 

 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第３１条 甲は，前条第２項の通知を受けたときは，損害状況の確認を行った

上で，乙と協議を行い，不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとす

る。 

 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第３２条 甲は，前条に規定する協議の結果，不可抗力の発生により本業務の
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一部の実施ができなくなったと認められた場合，不可抗力により影響を受け

る範囲内において，本協定に定める義務の一部を免除することができる。 

２ 甲は，乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかったときは，乙との

協議の上，乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定

管理料から減額するものとする。 

 

   第８章 指定期間の満了 

（業務の引継ぎ等） 

第３３条 乙は，本協定の終了に際し，甲又は甲が指定する者に対し，本業務

の引継ぎ等を行わなければならない。 

２ 甲は，必要と認める場合には，本協定の終了に先立ち，乙に対して甲又は

甲が指定する者による管理施設の視察を申し出ることができる。 

３ 乙は，甲から前項の申出を受けた場合は，特別な事情がある場合を除き，

その申出に応じなければならない。 

 

（原状回復義務） 

第３４条 乙は，本協定による指定期間が終了したときは，指定開始日の状態

を基準として管理施設を原状に回復し，甲又は甲が指定する者に引き継がな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，甲の承認を得たときは，乙は，管理施設の原状

回復は行わずに，甲又は甲が指定する者に引き継ぐことができる。 

 

（備品等の取扱い） 

第３５条 本協定の終了に際し，備品等の扱いについては，次のとおりとする。 

（１）管理物品については，乙は，甲又は甲が指定する者に対して引き継がな

ければならない。 

（２）第１９条に定める備品等については，乙は，自己の責任と費用で撤去・

撤収するものとする。ただし，甲と乙の協議において両者が合意したとき

は，甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。 

 

第９章 指定期間満了以前の指定の取消し等 

（甲による指定の取消し） 

第３６条 甲は，乙が第２２条の指示に従わないとき又は乙が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは，その指定を取り消し，又は期間を定めて本

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

（１）業務に際し不正行為があったとき。 

（２）甲に対し虚偽の報告をし，又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

（３）乙が本協定内容を履行せず，又はこれらに違反したとき。 

（４）自らの責めに帰すべき事由により，乙から本協定締結の解除の申出があ

ったとき。 

（５）その他乙の責めに帰すべき事由により，本業務を継続することができな

いとき。 
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２ 前項の規定により指定を取り消し，又は期間を定めて本業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合において，乙に損害・損失及び追加費用が生じて

も，甲はその賠償の責めを負わない。 

 

 （指定の取消しに伴う措置） 

第３７条 乙は，前条の規定により指定を取り消されたときは，違約金として

当該指定が取り消された年度における年度協定に規定する指定管理料（指定

期間開始前に指定を取り消された場合は，指定期間の初年度における指定管

理料）の１０分の１を甲に支払わなければならない。 

２ 甲は，実際に生じた損害が前項に規定する違約金の額を上回る場合は，別

に損害賠償を請求することができる。 

３ 乙は，前条の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止が

されたときは，甲に違約金を支払わなければならない。違約金は，第１項に

定める範囲内で甲が定め，乙に通知するものとする。 

 

（不可抗力による指定の取消し） 

第３８条 甲又は乙は，不可抗力の発生により，本業務の継続等が困難と判断

した場合は，相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものと

する。 

２ 協議の結果，本業務を中止することについてやむを得ないと判断した場合，

甲は指定の取消しを行うものとする。 

 

（指定の取消し等に伴う乙の義務等） 

第３９条 第３３条から第３５条までの規定は，第３６条及び第３８条の規定

により指定を取り消され，又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停

止を命じられたときに，これを準用する。ただし，甲の承諾を受けたときは，

この限りでない。 

 

第１０章 その他 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第４０条 乙は，本協定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し，又は

継承させてはならない。ただし，事前に甲の承認を受けた場合は，この限り

でない。 

 

（自主事業の実施） 

第４１条 乙は，本施設の設置目的に合致し，かつ，本業務の実施を妨げない

範囲において，自己の責任と費用により，自主事業を実施することができる

ものとする。 

２ 乙は，自主事業を実施する場合は，甲に対して自主事業実施計画書を提出

し，事前に甲の承認を受けなくてはならない。 

３ 乙は，自主事業を実施するに当たっては，時宜にかなった企画実施に取組

み，且つ，稼働率向上に努めることとする。 
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 （本業務の実施に係る指定管理者の口座） 

第４２条 乙は，本業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理するため，本

業務固有の銀行口座を開設し，その適切な運用を図るものとする。 

 

（請求，通知等の様式その他） 

第４３条 本協定に関する甲，乙間の請求，通知，申出，報告，承諾及び取消

しは，本協定に特別の定めがある場合を除き，書面により行わなければなら

ない。 

 

 （監査） 

第４４条 乙は，本業務に関して，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１９９条第７項の規定に基づき監査委員による監査が行われる場合又は同

法第９８条の規定に基づき議会から監査委員に対し甲の事務に関する監査

の求めがあって監査委員による監査が行われる場合には，出頭，調査，帳簿

書類その他記録の提出等に応じなければならない。 

 

 （避難所に指定された場合の対応） 

第４５条 災害等により，管理施設が守谷市地域防災計画に基づく避難所とさ

れた場合，乙は，使用許可の取消等必要な措置を行うとともに，甲が行う避

難所の開設及び管理運営に関し，必要な協力を行わなければならない。 

 

（協定の変更） 

第４６条 本業務に関し，その前提となる条件に大幅な変更が生じたとき又は

特別な事情が生じたときは，甲，乙協議の上，本協定を変更することができ

るものとする。 

 

（疑義についての協議） 

第４７条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に

特別の定めのない事項については，甲，乙協議の上，これを定めるものとす

る。 

 

（裁判管轄） 

第４８条 本協定に関する紛争は，甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審

の裁判所とする。 
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本協定を証するため，本書を２通作成し，甲，乙がそれぞれ記名押印の上，

各１通を保有する。 

 

平成２７年 ４ 月 １ 日 

 

甲 

所 在 地 茨城県守谷市大柏９５０番地の１ 

名  称 守谷市 

代 表 者 守谷市長 会田 真一   印 

 

 

 

乙 

所 在 地 東京都目黒区下目黒一丁目１番１１号目黒東洋ビル４階 

名  称 アクティオ・守谷市シルバー人材センター共同事業体 

代表企業 アクティオ株式会社 

代 表 者 代表取締役社長 鈴木 悟   印 
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別紙１ 管理物件 

１ 管理施設 
（１）中央公民館 

① 名 称 
   守谷市中央公民館 
② 所在地 
   守谷市百合ケ丘二丁目２５４０番地の１ 
③ 施設の規模，内容等 

   ア 敷地面積    １５，７９３．５０㎡ 
   イ 建物の構造   鉄筋コンクリート造２階建て 
   ウ 建築面積    ２，３４５．１４㎡ 

エ 延床面積    ３，３６７．３９㎡ 
   オ 建物概要    ホール，大広間１，大広間２，視聴覚室，集会室

１，集会室２，講座室１，講座室２，和室１，和

室２，調理室，美術室，団体活動室，応接室，事

務室，管理室，印刷室，あかちゃんのえき，図書

室，エレベーターホール，控室 
   カ 屋外部分    駐車場（１５０台），駐輪場，陶芸舎，屋外広場 
 
（２）郷州公民館 

① 名 称 
   守谷市郷州公民館 
② 所在地 
   守谷市みずき野五丁目３番地３ 
③ 施設の規模，内容等 

   ア 敷地面積    １，０５０．００１㎡ 
   イ 建物の構造   鉄筋コンクリート造２階建て 
   ウ 建築面積    ５６５．２７㎡ 

エ 延床面積    ８８９．７２㎡ 
   オ 建物概要    会議室，集会室，調理室，和室，美術工芸室，事

務室，印刷室，あかちゃんのえき，図書室 
   カ 屋外部分    駐車場（２３台），駐輪場 
 
（３）高野公民館 

① 名 称 
   守谷市高野公民館 
② 所在地 
   守谷市高野９３５番地 
③ 施設の規模，内容等 

   ア 敷地面積    ２，８１４．８１㎡ 
   イ 建物の構造   鉄筋コンクリート造２階建て 
   ウ 建築面積    ８５０．３５㎡ 
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エ 延床面積    １，１１８．８㎡ 
   オ 建物概要    集会室１，集会室２，調理室，和室，多目的ホー

ル，美術工芸室，事務室，印刷室，あかちゃんの

えき，図書室 
   カ 屋外部分    駐車場（３６台），駐輪場 
 
（４）北守谷公民館 

① 名 称 
   守谷市北守谷公民館 
② 所在地 
   守谷市板戸井１９７７番地の２ 
③ 施設の規模，内容等 

   ア 敷地面積    ６，４４９．９１㎡ 
   イ 建物の構造   鉄筋コンクリート造２階建て 
   ウ 建築面積    １，２６０．５８㎡（うち福祉棟３３８．７２㎡）

＝９２１．８６㎡ 
エ 延床面積    １，８８６．９７㎡（うち福祉棟３３８．７２㎡）

＝１，５４８．２５㎡ 
   オ 建物概要    多目的ホール，会議室１，会議室２，会議室３，

和室，美術工芸室，調理室，事務室，印刷室，あ

かちゃんのえき，図書室 
   カ 屋外部分    駐車場（１００台），駐輪場 
 
（５）各施設共通事項 

 守谷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）等が直接運営又は使 

用する施設 

   ア 図書室 

   イ 中央公民館及び北守谷公民館の屋外倉庫 

     各屋外倉庫の配置及び管理については，別紙２及び図面のとおり 

ウ 自動販売機スペース 

※ 公民館全体の施設管理は，指定管理者が行い，上記アからウについ

ては，教育委員会等が直接運営又は使用する。 

 

２ 管理物品 

別添１ 「中央公民館備品台帳」，「郷州公民館備品台帳」，「高野公民館備

品台帳」，「北守谷公民館備品台帳」のとおり 
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別紙２ 指定管理特記事項 

〔本業務の実施における重点事項〕 

１ 運営について（第３条，第８条関係） 

  集会・催事の場として施設を提供することだけでなく，公共の施設として  

の役割を意図すること。 

  特に，市全域を視野に，広く市民のコミュニティ形成を意図する事業を企

画すること。 

 
２ 自主事業について（第４１条関係） 

  単に集客を目的にするだけでなく，現代的課題に関する学習機会の提供及

び時宜にかなう意図や目的を持った自主事業を企画実施することに積極的

に取組むこと。 

  ○現代的課題（文部科学省 生涯学習審議会答申より） 
①生命，②健康，③人権，④豊かな人間性，⑤家庭・家族，⑥消費者問

題，⑦地域の連帯，⑧まちづくり，⑨交通問題，⑩高齢化社会，⑪男女

共同参画社会，⑫科学技術，⑬情報の活用，⑭知的所有権，⑮国際理解，

⑯国際貢献・開発援助，⑰人口・食糧，⑱環境，⑲資源・エネルギー 

  実施に当たっては，必要に応じて，市又は民間団体等の様々な主体と連

携・協働することも視野に入れる。 

 
〔屋外倉庫の管理〕 

  屋外倉庫の配置については，公民館の図面（別添２）のとおり 

 ○中央公民館 

  Ａ   教育委員会が使用し，管理する。（鍵は中央公民館に保管） 

  Ｂ   児童団体が使用し，管理する。 

  Ｃ   観光団体が使用し，管理する。 

Ｄ   児童団体が使用し，管理する。（鍵は中央公民館に保管） 

Ｅ・Ｆ スポーツ団体が使用し，管理する。 

Ｇ   児童団体が使用し，管理する。（鍵は中央公民館に保管） 

Ｈ   福祉団体が使用し，管理する。 

 
○北守谷公民館 

  防災倉庫は，市（交通防災課）が管理します。 

  Ａ   隣接自治会が使用し，管理する。（松前台七丁目防災倉庫） 
  Ｂ   同敷地内｢障害者福祉センターひこうせん｣が使用し，管理する。 
  Ｃ   同敷地内｢障害者福祉センターひこうせん｣が使用し，管理する。 
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別紙３ 個人情報取扱特記事項 
別添３ アクティオ株式会社「個人情報保護マニュアル 

ＪＩＳ Ｑ １５００１：２００６対応」のとおり 



 
 
 
 
 
 
 
 

守谷市立公民館の管理に関する 
平成２８年度協定書 



 
 

 1 

目 次 

 

第 1 条 年度協定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

第２条 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

第３条 指定管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

第４条 疑義等の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  



 
 

 2 

守谷市立公民館の管理に関する平成２８年度協定書 

 

守谷市（以下「甲」という。）とアクティオ・守谷市シルバー人材センター

共同事業体（以下「乙」という。）とは，平成２７年 ４ 月 １ 日に，守谷市

立公民館（以下「本施設」という。）の管理に関して締結した守谷市立公民館

の管理に関する基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき，守谷市立

公民館の管理に係る年度協定（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

（年度協定の目的） 

第１条 年度協定は，本施設の管理に関する業務（以下「本業務」という。）

の平成２８年度の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定

管理料を定めることを目的とする。 

 

（業務内容） 

第２条 業務内容は，平成２８年度事業計画書に定めるとおりとする。 

 

（指定管理料） 

第３条 甲は，本業務の実施の対価として，指定管理料年額１０８，７４１，

０００円を支払う。ただし，光熱水費については，実使用料と市の算定基準

額と上下５％以上の差が生じたときは，市と指定管理者との協議により変更

する場合があるものとする。上下５％以内の差であっても，計画停電等が要

因であることが明らかな場合は，市と指定管理者との協議により変更する場

合があるものとする。 

２ 指定管理料の支払い方法は，毎月の分割払いとし，月額９，０６１，００

０円を支払うものとする。ただし，指定管理料年額から毎月の支払額を引い

た残額については，年度末に支払うものとする。 

３ 乙は，毎月２０日までに，当該月の指定管理料の支払いに関する請求書を

甲に送付するものとする。 

４ 甲は，当該請求書を受領してから３０日以内に乙に対して指定管理料を支

払うものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第４条 年度協定に定めのない事項については，第一義的には基本協定による

ものとする。基本協定にも定めのない事項については，甲，乙の協議の上，

これを定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 



 
 

 3 

本協定を証するため，本書を２通作成し，甲，乙がそれぞれ記名押印の上，

各１通を保有する。 

 

平成２８年３月３１日 

 

甲 

所在地 茨城県守谷市大柏９５０番地の１ 

名 称 守谷市 

代表者 守谷市長 会田 真一 印 

 

 

乙 

所 在 地 東京都目黒区下目黒一丁目１番１１号目黒東洋ビル４階 

名  称 アクティオ・守谷市シルバー人材センター共同事業体 

代表企業 アクティオ株式会社 

代 表 者 代表取締役社長 鈴木 悟 印 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年度 

守谷市立公民館指定管理支払計画書 

 

年 月 金 額 

平成２８年   ４月   9,061,000 円 

５月   9,061,000 円 

６月   9,061,000 円 

７月   9,061,000 円 

８月   9,061,000 円 

９月   9,061,000 円 

１０月   9,061,000 円 

１１月   9,061,000 円 

１２月   9,061,000 円 

平成２９年   １月   9,061,000 円 

２月   9,061,000 円 

３月   9,070,000 円 

 108,741,000 円 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

守谷市立公民館の管理に関する 
平成２９年度協定書 



 
 

 1 

目 次 

 

第 1 条 年度協定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

第２条 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

第３条 指定管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

第４条 疑義等の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  



 
 

 2 

守谷市立公民館の管理に関する平成２９年度協定書 

 

守谷市（以下「甲」という。）とアクティオ・守谷市シルバー人材センター

共同事業体（以下「乙」という。）とは，平成２７年４月１日に，守谷市立公

民館（以下「本施設」という。）の管理に関して締結した守谷市立公民館の管

理に関する基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき，守谷市立公民

館の管理に係る年度協定（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

（年度協定の目的） 

第１条 年度協定は，本施設の管理に関する業務（以下「本業務」という。）

の平成２９年度の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定

管理料を定めることを目的とする。 

 

（業務内容） 

第２条 業務内容は，平成２９年度事業計画書に定めるとおりとする。 

 

（指定管理料） 

第３条 甲は，本業務の実施の対価として，指定管理料年額１０４，２７４，

０００円を支払う。ただし，光熱水費については，実使用料と市の算定基準

額と上下５％以上の差が生じたときは，甲と乙との協議により変更する場合

があるものとする。上下５％以内の差であっても，計画停電等が要因である

ことが明らかな場合は，甲と乙との協議により変更する場合があるものとす

る。 

２ 指定管理料の支払い方法は，毎月の分割払いとし，月額８，６８９，００

０円を支払うものとする。ただし，指定管理料年額から毎月の支払額を引い

た残額については，年度末に支払うものとする。 

３ 乙は，毎月２０日までに，当該月の指定管理料の支払いに関する請求書を

甲に送付するものとする。 

４ 甲は，当該請求書を受領してから３０日以内に乙に対して指定管理料を支

払うものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第４条 年度協定に定めのない事項については，第一義的には基本協定による

ものとする。基本協定にも定めのない事項については，甲，乙の協議の上，

これを定めるものとする。 
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本協定を証するため，本書を２通作成し，甲，乙がそれぞれ記名押印の上，

各１通を保有する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

甲 

所 在 地  茨城県守谷市大柏９５０番地の１ 

名   称  守谷市 

代 表 者  守谷市長 松丸 修久 印 

 

 

乙 

所 在 地  東京都目黒区下目黒一丁目１番１１号目黒東洋ビル４階 

名  称  アクティオ・守谷市シルバー人材センター共同事業体 

代表企業  アクティオ株式会社 

代 表 者  代表取締役社長 鈴木 悟 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 

守谷市立公民館指定管理支払計画書 

 

年 月 金 額 

平成２９年   ４月   8,689,000 円 

５月   8,689,000 円 

６月   8,689,000 円 

７月   8,689,000 円 

８月   8,689,000 円 

９月   8,689,000 円 

１０月   8,689,000 円 

１１月   8,689,000 円 

１２月   8,689,000 円 

平成３０年   １月   8,689,000 円 

２月   8,689,000 円 

３月   8,695,000 円 

 104,274,000 円 

 






























































































































































